
日行連発第９７０号 

平成２７年１２月２２日 

各 単 位 会 長 様 

 

日本行政書士会連合会 

会 長  遠 田 和 夫 

 

 

行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点に関する会員周知等に

ついて（お願い） 

 

 

平素より本会の事業推進についてご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般の特定行政書士の誕生に伴い、特定行政書士を社員に持つ行政書士法人

にあっては、行政不服申立手続代理業務を行政書士法人の目的に加えることを

検討していることと思います。 

つきましては、下記について貴会のご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

記 

 

１．行政書士法人による必要な手続の周知について 

行政不服申立手続代理業務を目的に加えることを検討している行政書士法

人に向け、添付のとおり『行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留

意点』を用意しました。これについて、貴会会員への周知にご協力賜りますよ

う、お願い申し上げます。 

なお、本会においては本依頼文書の発信日付において、ホームページに掲載

することとしています。 

 

２．「特定行政書士付記通知書」の早期通知について 

平成２７年１２月４日付けで本会より各単位会に宛てて発送した「特定行政

書士付記通知書」については、本会会則及び規則により、単位会を経由して当

該会員に通知することとされています。 

この「付記通知書」は、特定行政書士を社員に持つ行政書士法人が、行政不

服申立手続代理業務を行うべく定款を変更し登記する際に、変更を証する書面

としてその写しを申請に添付することができる書類とされています。 

定款変更を希望する行政書士法人がスムーズに手続に入れるよう、貴会にお

かれましては、可能な範囲で結構ですので、できるだけ早期に対象会員に通知

いただきますよう、ご協力の程お願い申し上げます。 

 

【添付】行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点 

 

以 上 
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行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点 

 

平成２７年１２月 

日本行政書士会連合会 

 

１．必要な手続について 

行政書士法人の社員が特定行政書士となった場合、行政書士法人として行政不服申立

手続代理業務を取り扱うことができるようになりますが、関係法令により必要な手続が

定められていますので、以下の内容を確認の上対応いただきますよう、お願いいたします。 

なお、今後、行政不服申立手続代理業務を目的とする行政書士法人を新たに設立するこ

とを検討している会員の皆様につきましては、本会が発行している『行政書士法人の手引

き』に加え、以下の内容を参考にして定款を作成し、公証人の認証を受けた上で、法務局

または地方法務局で設立登記の申請を行ってください。 

 

（１）定款の変更 

行政書士法人の定款の法定記載事項（絶対的記載事項）には、行政書士法人の「目的」

と「社員に関する事項」が含まれています（行政書士法第１３条の８第３項）。以下に

従って、定款の変更を行ってください。 

①目的に関する定め 

行政書士法人の目的の項目に、以下の内容を追加してください。 

『行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異

議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びそ

の手続について官公署に提出する書類を作成すること。』 

※ 改正行政不服審査法が施行される平成２８年４月１日以降は、上記『異議申立

て』は『再調査の請求』となります。 

②社員に関する定め 

特定行政書士である社員については、その氏名の下に以下の内容を追加してくだ

さい。 

『特定行政書士業務に係る特定社員』 

 

（２）変更の登記 

行政書士法人の登記については、組合等登記令（昭和３９年政令第２９号。以下「政

令」といいます。）により定められています。定款変更をした項目（目的、社員に関す

る定め）は登記事項として定められており（政令第２条第２項）、登記事項に変更が生

じたときは、２週間以内に主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければな

らないこととされています（政令第３条）。 

また、変更の登記申請の際には、その変更を証する書面を添付しなければならないこ

ととされています（政令第１７条第１項）。 

＜社員に関する変更を証する書面＞ ※以下のいずれか 

○「特定行政書士付記通知書」の写し 

○特定行政書士の研修修了が記載されている「行政書士証票」の写し 

  

＜目的の変更を証する書面＞ 

  ○総社員の同意があったことを証する書面及び変更後の定款 

なお、政令の規定に違反して登記をすることを怠った場合は、過料に処する旨規定さ
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れていますので、十分留意してください（行政書士法第２６条第１号）。 

 

（３）日本行政書士会連合会への届出 

定款を変更したときは、変更の日から２週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務

所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならな

いこととされています（行政書士法第１３条の１１第２項）。 

この変更届には、変更後の登記事項証明書及び定款の写しを添付することとされて

います（日本行政書士会連合会会則第５３条の５第２項）ので、前述の登記から本届出

までを、変更の日から２週間以内に行っていただくことになります。 

変更手続を進めるに際しては、必要なスケジュールをよく勘案の上で行ってくださ

い。 

 

（４）その他 

「特定行政書士」は個人の行政書士に対する一身専属性の呼称であることから、特定

行政書士業務を目的に入れるに当たり、行政書士法人の名称及び事務所の名称の変更

を検討されている行政書士法人においては、別途、日本行政書士会連合会が定めている

「事務所の名称に関する指針」（今後改訂予定）を参照の上、ご対応ください。 

 

 

２．「代表者事項証明書」の発行について 

行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表することとされてい

ますが、定款の定めまたは総社員の同意によって、業務を執行する社員のうち特に行政書

士法人を代表すべきものを定めることを妨げないとされています（行政書士法第１３条

の１３第１項）。 

さらに、特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務につい

ては、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表することとされてい

ますが、当該特定社員の全員の同意によって、当該特定社員のうち特に当該特定業務につ

いて行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げないとされています（行政書士

法第１３条の１３第２項）。 

この「代表者」に関して、法務局または地方法務局で発行される数種の証明書のうちに

「代表者事項証明書」がありますが、今般、法務局のシステム上、行政不服申立手続代理

業務に関する特定社員の代表に係る「代表者事項証明書」の発行が可能な状況になるまで

に、多少期間を要するとの情報を受けています。 

同証明書が必要な場面はあまり想定されませんが（少なくとも本会の手続においては

不要です）、行政不服申立手続代理業務に関する特定社員の代表に関する証明が必要な場

合には、当面の間、代表である旨の記載がなされる「現在事項証明書」または「履歴事項

証明書」を利用するようにしてください。 

 

 

以 上 



日行連発第１６６４号 

平成２９年３月１７日 

 

 各単位会長 様 

 各 役 員 様 

 

日本行政書士会連合会 

会長 遠 田 和 夫 

 

 

行政書士法人における行政不服申立手続代理業務における 

代表者事項証明書の発行開始について（お知らせとお願い） 

 

 

 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表することとされてい

ますが、定款の定めまたは総社員の同意によって、業務を執行する社員のうち特に行政

書士法人を代表すべきものを定めることを妨げないとされています（行政書士法第１３

条の１３第１項）。 

 さらに、特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務につい

ては、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表することとされてい

ますが、当該特定社員の全員の同意によって、当該特定社員のうち特に当該特定業務に

ついて行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げないとされています（同法第

１３条の１３第２項）。 

 この「代表者」に関して、平成２７年１２月２２日付け日行連発第９７０号でお伝え

しましたが、現在まで法務局のシステムの都合上、行政不服申立手続代理業務に関する

特定社員の代表に係る「代表者事項証明書」は発行されておりませんでした。これに関

し、今般、法務省より当該証明書の発行が平成２９年３月２７日（月）より可能になる

との連絡がありましたことから、各単位会長におかれましては、本件に係る所属会員へ

の周知を行っていただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 
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